
平成３０年７月の大雨災害により被害を受けられた 
お客さまに対する対応および相談窓口の設置について 

 

このたびの大雨災害により被害を受けられました皆さまに心からお見舞い申し上げます。 
当金庫では、被災された皆さまに対しまして、2018年 7月 9日（月）より下記の通りお

取り扱いさせて頂きます。 
 

記 
 
１．預金等のお取り扱いについて 

当面の間、預金等につきまして、次のとおりお取り扱いさせていただきます。 

(1) 通帳・証書・キャッシュカード・届出印等をなくされた場合でも、預金者ご本人の
確認のうえ、預金の払戻し等に対応いたします。 

(2) 定期預金等の満期日前の払出しにつきまして、ご相談のうえ、払戻し等に対応いた
します。 

(3) 汚れた紙幣、通貨の両替等は、窓口で交換いたします。 

 
２．災害復旧融資のお取扱いについて 

災害により被害を受けられた事業者・個人の方に対し、被災からの事業再建・生活再
建に必要な融資の取扱いを行います。 
詳細につきましては、添付の商品説明書を参照してください。 

 
３．相談窓口の設置について 

当金庫は、お客さまのご相談に適切に対応するため、本部及び全ての営業店へ災害相
談窓口を設置しました。 
ご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 

 
以上 



 

びしん「災害復旧ローン」（個人の方） 

 

このたびの大雨にかかる災害により被害を受けられました皆さまに心からお見舞い申

し上げます｡当金庫では、大雨災害により被災された方々に対し、一日も早い事業の復

旧を資金面で支援させていただくため、下記の通り一部商品を改定し、お取扱いするこ

とといたしましたので、お知らせします。 

 

商品名 「災害復旧ローン」 

お取扱期間 平成 30 年 12 月 28 日(金) まで 

ご利用いただける方 

以下の条件をすべて満たす個人の方 

① 満２０歳以上で安定継続した収入のある方 

② 当金庫の営業地域にお住まい、もしくは勤務されている方 

③ 災害により罹災された方 

④ 保証会社の保証が得られる方 

お使いみち 

災害復旧資金 

① 住宅の補修・修繕費用 

② 自動車の修理・買換費用 

③ 家具・家電等の修理・買換費用 

④申込人が当金庫から借り入れた「しんきん保証基金」付個人ローンの借換資

金および借換に伴う手数料 

（①～③のいずれかと合わせた申込に限ります） 

ご融資限度額 ５００万円以下（１万円単位） 

ご返済期間 ３ヶ月以上１０年以内（元金据置期間含む） 

ご融資利率 固定金利 年 1.35％（保証料含む） 

必要書類 

・運転免許証または、顔写真付住民基本台帳カード 

（いずれも取得していない方は健康保険証） 

・所得証明書（源泉徴収票、納税証明書など） 

※ご融資金額 100 万円以下はご不要です。 

・見積書、注文書、請求書等 

ご返済方法 
毎月元金均等返済または元利均等返済 

元金据置期間は６ヶ月以内 

保証会社 （社）しんきん保証基金 

保証人・担保 必要ありません 

手数料 必要ありません 

※詳しくは窓口までご相談ください。 (制定：2018.7.9） 
(改定：2018.8.8) 



『 びしん災害復旧特別融資 』の概要（法人及び個人事業主向け） 
 

このたびの大雨にかかる災害により被害を受けられました皆さまに心からお

見舞い申し上げます｡当金庫では、大雨災害により被災された方々に対し、一

日も早い事業の復旧を資金面で支援させていただくため、下記の通り一部商品

を改定し、お取扱いすることといたしましたので、お知らせします。 
 

項 目 内 容 

 

商 品 名 
 

びしん災害復旧特別融資 

 

融 資 対 象 先 
平成 30 年７月の大雨被害により、経営に影響を受けている当金庫地 

区内の事業者 

 

融 資 限 度 額 
 

1 先５，０００万円以内（原則、被災額の範囲内） 

 

資 金 使 途 
 

被災に伴なう、事業再建のために必要な資金（運転資金・設備資金） 

 
利 率 

信用保証協会付 ： ０．５０％以上（変動金利） 

一  般 資 金  ： ０．９０％以上（変動金利） 

※信用保証協会付は、別途保証料が必要となります。 

 

融 資 期 間 

 

１０年以内 （必要に応じて１年間の据置期間の設定可能） 

返  済 方 法 
元金均等返済または元利均等返済 

但し、融資期間１年以内の貸出は、期日一括返済可。 

 
 

担 保  ・  保  証  人  

 
当金庫所定の方法によります。 但し、信用保証協会付保時

は、信用保証協会の承諾が必要。 

 

取 扱 開 始 日 

 

平成 3 0 年 ８ 月 ８ 日（水） ～ 

※詳しくは窓口までご相談ください。 (制定：2018.7.９) 

(改定：2018.8.8) 




